
【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.2訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 東海財務局長

【氏名又は名称】 山本　哲也

【住所又は本店所在地】 愛知県岩倉市下本町真光寺５３番地６

【報告義務発生日】 平成24年1月31日

【提出日】 平成24年2月6日

【提出者及び共同保有者の総数
（名）】

3名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 提出者及び共同保有者の保有割合1％以上増減による変
更
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